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問１．行政改革推進法案の成立によりどのような効果がありますか。 

（答） 

１．「スリムで効率的な政府の実現」は先の衆議院選挙でも公約したとこ

ろであり、その選挙結果は、改革を止めるな、改革を続行せよという国

民の声の大きさを示すものと受け止めています。 

２．このため、本法案については、 

 ① 名称にこれを折り込む（「簡素で効率的な政府を実現するための行

政改革の推進に関する法律案」）とともに、 

② 平成２０年度における政策金融機関の再編成や、３１ある特別会計

を今後５年間で整理合理化することや、今後５年間で国家公務員を

５％以上純減させる等の改革の方向性を具体的に明示しています。 

３．本法案は、簡素で効率的な政府への道筋を確かなものとしようとする

ものであり、法案の審議を通じて、国民に理解を深めていただき、ぜひ

とも改革を成し遂げたいと考えています。 

 

 

問２．今般の改革による歳出削減額はどのくらいになりますか。 

（答） 

１．本法案における重点分野の改革には、以下のような数値目標を掲げて

いるのが一つの特長です。 

① 政策金融改革では、平成２０年度において、平成１６年度末の貸出

残高（約９０兆円）の対ＧＤＰ比半減 

② 特別会計改革では、財政の健全化に総額２０兆円程度の寄与 

③ 総人件費改革では、長期的目安として、平成１７年度の国家公務員

の人件費の総額（約８．６兆円）の対ＧＤＰ比を平成２７年度以降で

きる限り半減 

④ 国の資産及び債務改革では、長期的目安として、平成１７年度末の

国の資産の額（１５年度末ベースでは約４３０兆円が対象）の対ＧＤ

Ｐ比を平成２７年度末以降できる限り半減 

２．これらの改革の具体的な取組みを進めていくことにより、引き続き歳

出改革を徹底していきます。 
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問３．簡素で効率的な政府を追求しすぎると、耐震偽造問題にみられる

ように国民の安全・安心が脅かされませんか。 

（答） 

１．本法案で言う「簡素で効率的な政府」とは、国の役割を見直し、国が行う

必要がないのであれば民間又は地方にゆだねることにより、全体として政府

の役割を見直すとともに、無駄を徹底的に省いていくという考え方を示す意

味です。他方、その際には国民生活の安全に配慮することを基本理念に盛り

込んでいます。 

 

２．なお、民間活動の領域の拡大に当たっては、一定のルールが守られ、国民

の利益が守られるべきことは当然であり、ルール違反があれば厳正に対処す

るとともに、現行のルールで対応できない場合はルールの見直しを行うこと

は当然のことであると考えています。 

 
 

問４．政策金融機関の現状はどうなっていますか。どのような改革を行

っていくのですか。 
（答） 

１．政策金融機関の現状については、現在、８つの政策金融機関（商工組

合中央金庫、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、

公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国際協力銀行及び日本政策

投資銀行）の貸出残高が、約９０兆円（平成１６年度末）に上り、我が

国の国内総生産（ＧＤＰ）に占める割合も約１８％と諸外国に比べ非常

に大きいこともあり、民間部門の自由かつ自発的な活動を最大限引き出

す方向での政策金融の抜本的改革が必要であるとの指摘がなされてい

ます。 

 

２．今回の政策金融改革によって、これらの政策金融機関を完全民営化や

統廃合することによって、１つの政策金融機関とするとともに、その貸

出残高が国内総生産に占める割合も、平成２０年度には現状の約１８％

から半分以下に縮小することとしています。 

 

３．この改革を通じて、政策金融機関の民業補完の原則が徹底され、「官

から民へ」と資金の流れが変わり、「簡素で効率的な政府」への筋道が

確かなものになります。 
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問５．政策金融改革で中小企業者や零細事業者、農林漁業者が困りませ

んか。 

（答） 

１．本法案においては、新政策金融機関の機能として、「国民一般、中小

企業者及び農林水産業者の資金調達を支援する機能」が明記され（第４

条第１号）、現在、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、農林漁業金

融公庫が行っている中小企業対策に係る業務は、一定の業務からは撤退

しますが、基本的に新政策金融機関に引き継がれることになります。 

 

２．したがって、中小企業者、零細企業者、農林漁業者の資金調達の支援

についても、引き続き新しい政策金融機関が対応することとなりますの

で、それらの方々が困るようなことにはなりません。 

 

 

問６．商工中金の完全民営化とはどのようなことですか。中小企業向けの

役割を果たせなくなるのではないですか。 
 
（答） 

１．これまで商工中金は、特別の法律によって設立され、政府がその約８割を

出資するいわゆる「特殊法人」として、中小企業向けの政策金融を行ってき

ました。 

 

２．今回の政策金融改革によって、商工中金は「完全民営化」することとなり

ます。具体的には、株式会社にして政府の出資をなくし、個別の設立根拠法

を廃止することを基本として、政府の出資の処分や商工中金に関する法律の

取扱いなどについては、今後の詳細制度設計において検討されることとなっ

ています。 

 

３．商工中金が「完全民営化」しても、政府は、中小企業の組合やその構成員

の方々に対する融資が基本的に維持されるように必要な措置を講ずることと

なっており、「中小企業向けの役割を果たせなくなる」ということはありませ

ん。 
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問７．独立行政法人の現状はどうなっていますか。どのような改革を行

っていくのですか。 
  
（答） 

１．独立行政法人は、公共性の高い事業のうち、国が直接実施する必要は

ないものの、民間に委ねると実施されないおそれのある事業を実施する

法人です。 

  独立行政法人には、大きく分けて、 

①国の機関をもとに設立された独立行政法人である「先行独法」 

（国立公文書館、国立美術館、国立病院機構など６７法人） 

②特殊法人や認可法人から移行して設立された独立行政法人である

「移行独法」（国際協力機構、日本学術振興会、都市再生機構など

４５法人） 

があります。 

 
２．独立行政法人制度では、独立行政法人の業務の効率性や質を向上させ
るため、所管大臣が３～５年の期間における中期的な目標を定め、独立
行政法人はその目標を達成すべく業務を行うとともに、中期的な目標期
間が終了する毎に、所管大臣が独立行政法人の組織・業務の全般にわた
る見直しの検討を行うなどの仕組みとなっています。 

 
３．このような見直しの仕組み等により、これまで、５６法人を４２法人
に統合、約１２,０００人を非公務員化するとともに、中期目標で一般
管理費及び事業費の厳しい削減・効率化目標（一般管理費平均▲１３％、
事業費平均▲１０％）を設定し、業務の効率化に取り組んでいます。 

  また、特殊法人改革により、特殊法人（特殊法人から移行した独立行
政法人を含む）向けの財政支出は、平成１４年度からの５年間で▲１．
８兆円の削減が行われています。 

 
４．本法案では、これまでの独立行政法人見直しの取組に加え、簡素で効
率的な政府を実現するために、国の財政支出の縮減を図る見地から、さ
らに徹底した事業の見直しとその裏付けとなる国の施策についてもそ
の必要性までさかのぼった見直しを行うこととしています。 
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問８．特別会計の現状はどうなっていますか。どのような改革を行って

いくのですか。 
 
（答） 
１．特別会計は、特定の事業の収支を区分することで受益と負担の関係を
明確化するなどのメリットがありますが、その数が多数に上り国民によ
る監視が不十分となって無駄な支出が行われやすいなど多くの問題も
指摘されています。 

 
２．このため、国民への説明責任をしっかりと果たすとともに、財政健全
化への貢献を図ることなどを目的として、31 ある全ての特別会計につ
いて、それぞれの設置趣旨にまで遡った徹底的な見直しを行いました。 
 
３．その結果、具体的には、 
・今後５年間で約 20 兆円程度の財政健全化への貢献を目指すこと、 
・一覧性・総覧性をもった形で国の財務状況を説明し、十分な説明責
任を果たすこと、 
・特別会計の統廃合等について特別会計整理合理化法案を本法案の施
行後一年以内を目途として国会に提出すること、 

などを内容とする改革を行うこととしています。 
また、今回の改革の後において、なお存続する特別会計についても、
５年ごとにその設置の必要性が検討されることになっています。 
 
４．今後は、この方針に沿い、剰余金等の見直しの徹底、更なる歳出削減、
特会の統廃合を通じた事務事業の効率化などを着実に行い、特別会計改
革を「簡素で効率的な政府」の構築に資する改革としていきます。 
 
 

問９．特別会計改革を実現させることは、国民にどのようなメリットを
もたらしますか。 

 
（答） 
１．特別会計の改革は、 
① 特別会計の統廃合を通じて、特別会計の事務や事業を合理化・効率
化することや、特別会計の剰余金等の活用によって今後５年間で合計
20 兆円程度の財政健全化への貢献を行うことにより、国民負担を軽減
させる 

② 特別会計の統廃合により、現在 31 ある特別会計の数を２分の１か
ら３分の１程度に大幅に削減し、明治 23 年の特別会計制度の創設以
来最小の数とすることで国民にとって分かり易い会計制度とし、国民
の監視がより行き届くようにする 
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などのメリットをもたらします。 
 
２．既に、平成 18 年度予算において、財政融資資金特別会計の積立金の
うち 12 兆円を国債残高の圧縮に充て合計 13．8 兆円の財政健全化への
貢献を行うなど、着実に成果を上げています。 

 

問１０．思い切って見直せば、２０兆円以上の削減を出せるのではないで

すか。 

（答） 

１．特別会計の剰余金・積立金を取り崩し、可能な限り財政健全化に活用

していきたいと考えていますが、剰余金・積立金の中には、年金給付に

充てるための積立金など、取り崩すことができないものなども多く含ま

れていることから、各特別会計ごとに個別に見ていかなければなりませ

ん。 

 

２．これら剰余金・積立金については、その必要性を精査して、今後５年

間で 20 兆円程度の財政健全化への貢献を目指すこととしています。 

平成 18 年度においては、その第一歩として合計 13.8 兆円の活用を図

ることとしており、19 年度以降も更に精査していくこととなります。 

 

問１１．特別会計は２００兆円（純計）も支出があるのだから、その無駄

をなくせば、極めて大きな歳出削減が図れるのではないですか。 

（答） 

１．特別会計の歳出は 18 年度予算で 225 兆円に上りますが、その半分以

上にあたる 117 兆円は国の借金の返済など（国債償還費等）に充てられ

ており、当然支払わなければならない経費です。それを除いた 108 兆円

のうちの 50 兆円は年金などの支払い（社会保険給付）に充てる経費で

社会保障制度の在り方として厳しい見直しが行われているところです。

残り58兆円のうち19兆円は地方交付税交付金等で地方でも厳しい歳出

の見直しを続けている結果として計上されているもので、27 兆円は中

小零細企業、教育、社会福祉等への長期・低利貸付の元手資金（財政融

資資金への繰入れ）であり、財投改革以降、厳しい見直しが行われてい

ます。 

 

２．これらを除く 12 兆円について、今回、特別会計改革の一環として厳

しい見直しを行ったところです（12 兆円のうち、おおよそ半分を占め

る６兆円は道路などの公共事業費です）。 
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問１２．公務員の総人件費の現状はどうなっていますか。どのような改革
を行っていくのですか。 

 
（答） 
１．国家公務員については、およそ８.６兆円であり、主な内訳は、 
 ① 行政機関の職員（３.３兆円） 
 ② 自衛官（１.８兆円） 
 ③ 国会、裁判所、会計検査院、人事院の職員（０.３兆円） 
 ④ 特定独立行政法人（０.７兆円） 
 ⑤ 日本郵政公社（２.４兆円） 
 となっています。 
 
（注）行政機関の職員、自衛官、国会等の職員の人件費は、平成 17 年度予算額。 

   特定独立行政法人の人件費は、平成 16 年度実績 

   日本郵政公社の役職員の人件費は、平成 16 年度決算額。 

 

２．地方公務員については、およそ２８.９兆円です。 
内訳としては、一般行政（５.７兆円）、福祉関係（３.７兆円）、教育（１
１.５兆円）、警察（３.０兆円）、消防（１.５兆円）、公営企業（病院・
水道等）（３.５兆円）となっています。 
 
（注）平成 15 年度決算額から推計した人件費。 

 

３．公務員の総人件費改革については、 
① 国家公務員について、厳格な定員管理を行うとともに、民間の有識
者の知見も活用しつつ業務の大胆かつ構造的な見直しを進めること
などにより、その数を今後５年間で５％以上純減する 
また、給与についても、横並び・年功序列の給与体系を抜本的に改

めるとともに、給与水準も民間の給与実態に合わせたものとなるよう
見直します 
② 地方公務員についても、４.６％以上の純減を要請し、各地方公共
団体において厳格な職員数の管理を行うとともに、国家公務員に準じ
た給与制度の見直しを行います 
との方針のもとに強力に推進してまいります。
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問１３．公務員の５％純減について、各論でさまざまな反対意見が出てい
ますが、実現可能なのでしょうか。さらに、ＧＤＰ比半減は実現可能
なのでしょうか。 

 
（答） 
１．国家公務員の純減については、今後、「行政減量・効率化有識者会議」
での知見も活用し、事務事業の削減を進め、６月までに、政府の方針を
決定して、確実に改革を断行していきたいと考えています。 
 
２．また、国家公務員（約 95 万人、郵政公社役職員を含む。）の人件費改
革の対ＧＤＰ比半減は、政府の規模の大胆な縮減に向けた取組に当たっ
ての強い意気込みを示した長期的な目安です。 

 
３．今後 10 年間を見通せば、約 95 万人の国家公務員の約３割を占める郵
政公社職員が 2007 年の民営化により非公務員化されます。当面は、こ
の大胆な目安を掲げて、国家公務員の業務の大胆な見直しを進め、５年
間で５％以上の国家公務員（定員ベースで 68.4 万人、郵政公社役職員
を除く。）の定員の大幅な純減と給与制度改革を着実に推進してまいり
ます。 

 

（注）現時点の基点となる数値としては、平成 17 年度末（2005 年３月末）の見込みで、 

・国家公務員の総人件費は、８.６兆円程度 

・国内総生産額は、504 兆円程度（平成 18 年１月 20 日閣議決定「平成 18 年度の経済見通しと経済財

政運営の基本的態度」における平成 17 年度実績見込値） 

・対ＧＤＰ比は、１.７％程度 

となっています。 

 

問１４．独立行政法人等、特殊法人等については総人件費削減について

の取組をしないのでしょうか。 
  
（答） 

１．本法案では、公的部門全体で聖域を設けることなく総人件費改革を進

めるため、公務員のみならず、独立行政法人等（独立行政法人、国立大

学法人等）や特殊法人等（特殊法人、認可法人）についても、公的部門

の一環として総人件費の削減に取り組むこととしています。 

 

２．具体的には、独立行政法人等や特殊法人等は、国の行政機関におけ

る取組に準じて、役職員に係る人件費の総額について、平成１８年度

以降の５年間で５％以上削減することなどを基本として、人件費の削

減等に取り組むこととしています。 



 9

問１５．能力・実績主義、天下り対策を含む公務員制度改革を早急にやる
べきではないですか。 

 
（答） 
１．公務員制度改革については、能力等級制を導入し採用試験の種類や入
省年次による一律的な人事管理を改め、能力・実績主義の人事管理を徹
底するとともに、行政及び公務員への国民の信頼を確保するため、国と
密接な関係にある法人への再就職を内閣が一元的に管理するなど再就
職管理の適正化を図ることが必要であると考えています。 

 
２．法案の提出については、連合等から労働基本権の問題についても合わ
せて検討すべきとの要請もあることも考慮しつつ、人事評価の試行の取
組状況等も見ながら、関係者との調整を精力的に進めてまいります。 

 

 

問１６．国の資産債務の状況はどうなっていますか。どのような改革を行

っていくのですか。 

 

（答） 

１．昨年９月に公表した平成１５年度決算分の「国の貸借対照表」では、

一般会計及び特別会計を合わせた国の資産が６９６兆円、負債が９４１

兆円となっているところです。 

 

２．資産・債務改革においては、 

① 現下の厳しい財政状況に鑑み、国が保有する資産を厳選し、売却可

能な資産があれば、積極的に売却し財政の健全化に少しでも役立てて

いく必要があり、併せて、財政融資資金貸付金残高の縮減の維持や徹

底的な歳出削減等により、バランス・シートを圧縮し、国全体の金利

変動等のリスクの軽減も図っていく必要があることから、国の資産を

圧縮することとしています。 

② また、巨額の債務残高を抱える中、国の資産の有効利用や債務の適

切な管理がこれまで以上に求められているところ、資産・債務管理の

在り方について、幅広い観点から見直しを進めていくことが重要であ

り、この一環として、民間の視点・技法を積極的に活用することとし

ています。 
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問１７．国の資産の処分を早急にすべきと考えますが、見通しはどうな

のでしょうか。ＧＤＰ半減は実現できるのでしょうか。 

 

（答） 

１．国の資産・債務改革については、「簡素で効率的な政府」を実現し、

国の債務の増大を抑制するために、積極的に推進していく必要がありま

す。 

 

２．その一環として、国の資産規模の縮減を図ることは重要であり、その

ためには、国が保有する資産を厳選し、売却可能な資産があれば積極的

に売却し、併せて、財政融資資金貸付金残高の縮減を維持し、歳出削減

を徹底することが求められます。 

 

３．こうした取組の中で、国の資産のうち、外為資金、年金寄託金及び道

路、河川等の公共用財産等を除いた資産（貸付金、未利用国有地等の国

有財産、出資金等が大宗）の額のＧＤＰに占める割合が、長期的目安と

して２７年度末以降、出来る限り半減に近づくよう改革を進めてまいり

ます。 

 

（注）上記ＧＤＰ比の半減については、平成１７年度末時点の国の資産の額が基準となる。１５年度末

時点でみると、国の資産６９６兆円のうち、ＧＤＰ比半減の対象となる資産の額は、４３０兆円程

度。 

 

４．今後の具体的な対応については、「行政改革の重要方針」において、

今後、改革の方向と具体的施策を明らかにするために工程表を作成する

こととされており、その中で検討していくこととなります。 

 

 

問１８．市場化テストの仕組みやねらいは何ですか。 
 
（答） 
１．今日の厳しい財政事情にかんがみれば、行財政改革を断行し、「民間
にできることは民間に」を実現し、「簡素で効率的な政府」を実現する
ことは喫緊の課題となっています。 

 
２．市場化テストは、これを具体化する手段として、従来、国や地方公共
団体が独占的に実施してきた様々な公共サービスに関して、官と民が対
等に競争し、質及び価格の両面で最も優れた者にそのサービスの実施を
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担わせる仕組みです。 
  具体的には、 
  ① 民間からの提案等を踏まえ、内閣総理大臣が関係府省等と協議し

て、官民競争入札等の対象となる公共サービスを盛り込んだ「公共
サービス改革基本方針」の案を作成し、官民競争入札等監理委員会
の議を経て閣議決定 

  ② ①で官民競争入札等の対象とされた公共サービスについて、所管
府省が、官民競争入札等監理委員会の関与の下で、「官民競争入札
等実施要項」を作成し、同要綱に基づき入札を実施して落札者を決
定 

  ③ 落札者が民間事業者の場合には、当該事業者と契約を締結し、民
間事業者は同契約に基づき、事業を実施（国が落札した場合には、
実施要項と落札内容に従って国が事業を実施） 

 という流れになります。 
 
３．これにより、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、透明
かつ公正な競争の下で公共サービスの実施主体が創意工夫を凝らすこ
とにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現するこ
とを目指しています。 

 

問１９．公益法人制度改革の仕組みやねらいは何ですか。 
 
（答） 
１. 現行の民法に基づく公益法人制度は、主務官庁の許可をもって設立さ

れる制度です（平成 16 年 10 月１日現在の公益法人数は、25,541）。 

 

２．これに代わる今般の新たな制度は、 

① 公益性の有無にかかわらず、登記のみで法人格を取得できる制度 

（一般社団法人、一般財団法人）、 

②  ①の中から、法令に定める基準に基づき、有識者委員会の意見に
よって公益性を認定し、税制等の優遇措置を与える制度 

（公益社団法人、公益財団法人）、 

となっています。 

 

３．簡素で効率的な政府を実現するためには、行政の役割、事務・事業を

民間に委ねることはその重要な方策となりますので、広く「民」におけ

る受け皿を育てていく必要があります。公益法人制度改革により創設さ

れる一般社団・財団法人及び公益社団・財団法人は、「民による公益」

の重要な担い手として位置付けられるものです。 




